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第１章 総  則 
 
    第１節 一般事項 
 
    １ 概 要   

     本特記仕様書は、(そ-4)平瀬浄水場塩素混和池流入流量計更新工事に適用するものである。 
       本特記仕様書に特に定めない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工

事共通仕様書（最新版）」、「機械設備工事共通仕様書（最新版）」及び、日本下水道事業団
「電気設備工事一般仕様書（最新版）」、「機械設備工事一般仕様書（最新版）」並びに甲府市
上下水道局職員「以下監督員と記す」と協議の上、その指示によるものとする。 

 
   ２ 工事期間 
         工事期間は着工日から令和９年３月１８日までとする。 
 
   ３ 法令等の遵守 
      （１）本工事の施工にあたり、請負者は関係法規及び、条例、規程等関係諸法令規を遵守しなれば

ならない。 
    （２）下請施工体系図の作成及び提出 
     「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は、

下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、末端の下請負者まで反映させた
「下請負施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、延滞なく監
督員へ提出するものとする。 

     なお、提出は打合せ簿によるものとする。ただし、メールによる提出も可能のものとし、この
場合は、後日、打合せ簿を提出する。 

 
  ４ 疑義の解釈 

 （１）本特記仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合は、監督員と協議の上、施工するものとす 
  る。 

              （２）仕様書、設計図書に明示されていない事項があるとき、また内容に相互符号しない事項が 
あるときは、双方協議のうえ定めるものとする。 

 
      ５ 官公庁等への手続き 

本工事において監督官庁その他への手続きを必要とする場合は請負者がこれに要する申請書、
届出書等を作成し、手続きの一切を代行するものとする。尚、これらに要する費用はすべて請負
者の負担とする。 

 
      ６ 週休２日制適用工事 
    （１）本工事は、週休２日制適用工事として、月単位の週休２日により取り組むことを標準とし、

さらに、質の向上を図る完全週休２日（土日）に取り組むことができる。 
（２）週休２日制の取組については、施工計画書により提出すること。 
（３）取り扱いについては、令和８年５月１日から適用する「週休２日制適用工事実施要綱」に

よる。 
 
７ 施工について 

        （１）本特記仕様書及び添付図面に明記してないものでも、本工事の目的並びに工事施工上当然
必要なものは監督員と協議のうえ、請負者の負担で設備又は施工しなければならない。 

        （２）資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。 
        （３）請負者は工事の施工にあたっては、常に細心の注意を払い、労働安全法を遵守し、公衆及

び作業員の安全を図らなければならない。又、浄水処理施設であるので、特に衛生管理に
は充分注意にすること。 

        （４）重要な工作物に接近して工事を施工する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の
応急措置及び連絡方法等について監督員と協議し遵守しなければならない。 

        （５）工事場所が隣接又は同一場所において施工する別途工事と競合する場合は、相互に協議、
協力して処理しなければならない。 

        （６）施工においては、事前に施工計画書、材料承諾申請書類、施工図等を監督員に提出し、そ
の承諾を得てから施工するものとする。 

 
      ８ 公害の防止及び施設の保全 
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          請負者は工事施工にあたって、付近の居住者に迷惑がかからぬよう公害の防止に努めなければ
ならない。又、建造物を汚染し、もしくはこれらに損害を与えたときは、請負者の責任で復旧し
なければならない。 

 
      ９ 特許権等の使用 
          本工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている機器等を使用するとき

は、請負者はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 
 
     10 現場代理人及び主任技術者 
        （１）請負者は、必要に応じ現場代理人及び工事現場における施工上の技術管理をつかさどる主

任技術者を選任し、契約締結後速やかに定められた書面により本局に提出しなければならな
い。 

            ただし、現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。 
        （２）請負者又は現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 
        （３）現場代理人、主任技術者、使用人、労務者又は下請負者のうち、工事施工又は管理につき

著しく不適当と認められる者がある場合、請負者に対し、局は事由を示しその交替を求める
ことができる。 

 
      11 委任又は下請負 
          請負者は、工事の一部を第三者に委託し、また請負わせようとするときは、あらかじめ書面に

より本局に提出しなければならない。 
 
      12 費用の負担 
     材料及び工事の検査並びに、施工に伴う調査、試験諸手続等に必要な費用は、請負者の負担と

する。 
 
      13 契約の変更 
          本工事は、原則的に変更は行わないものとするが、監督員が必要と認めた場合に契約の変更を

行うものとする。 
 
      14 賠償の義務 
          請負者は、工事施工の際、発注者又は第三者に損害を与えたときは、発注者の指示する方法で

速やかにその責を追わなければならない。ただし、天災その他通常請負者のみの責と考えられな
い場合は、別途協議するものとする。 

 
      15 試 験 
          各種試験は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）」、         

「機械設備工事共通仕様書（最新版）」並びにその他関係規定により実施し、これに合格後動作
試験を行うものとする。尚、事前に試験内容の説明及び手順書を作成し、監督員の承諾を得てか
ら行うものとする。 

 
      16 検 査 
        （１）請負者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに書面により通知し発注者の検査を受け

なければならない。 
           ①工事が完成した場合（竣工検査） 
            ②工事の施工中でなければ、その検査が不可能な場合、又は著しく困難な場合 
              （中間検査・確認検査） 
            ③部分払いを必要とする場合（出来高検査） 
            ④工事の手直しが完了した場合（手直し検査） 
            ⑤その他必要がある場合 
        （２）工事完了後、竣工検査及び試運転を行い、これに合格したとき工事竣工とする。 
        （３）検査にては、本局工事検査関係例規によるものとする。 
 
      17 事前調査 
          請負者は工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事、その他についての綿密な調査を行い、十

分状況把握の上、工事を施工しなければならない。 
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      18 工事着手 
          請負者は、契約締結後速やかに監督員と工事について打合せを行い、本特記仕様書及び添付図

書類に基づき、工程表及び施工計画書並びに承諾図書類を作成し、本局の承諾を得ること。この
承諾を得た後でなければ工事に着手してはならない。 

          又、打合せ事項についてはその都度、議事録を監督員に提出する。尚、本工事に使用する機器
類について請負者固有の設計による製品で本特記仕様書及び添付図書類と異なる場合は、事前に
理由を申し出て、本局の承諾を得なければならない。 

 
      19 工事対象物の管理義務 
          工事が完成し、引き渡し完了までの工事対象物の保管責任者は請負者とする。 
      20 工事終了後の処理 
          工事が終了したとき、請負者は速やかに不要材料及び仮設物を処分もしくは撤去し、清掃しな

ければならない。 
      21 保証期間 
          本工事の保証期間は、受け渡し完了後 １年とする。 
        万一、保証期間中に請負者の責任に帰すべき原因による故障等が発生した場合は、請負者の責任

において本局が指定する期間内に修理、改造又は新品と交換を行うものとする。尚、本局運転担
当者に設備の運転操作、維持管理その他について充分なる指導を行うものとする。詳細について
は別途協議する。 

 
      22 提出図書類 
          本工事において請負者は次の書類を提出すること。 
        （１）承諾図書類 
               部数 ２部 
                本工事における機器製作等については、契約締結後速やかに主任技術者等担当技術員を

本局に派遣し、本特記仕様書及び設計図書類に基づき、設計、製作、施工等に関し詳細に
打合せを行い、その結果をまとめて承諾図として提出し、本局の承諾を得ることとする。 

               承諾図書類は次のとおりとする。 
                  ①各機器図 
                  ②各機器類間の接続図書類 
                  ③機器配置、据付図書類 
                  ④工事施工計画書 
                  ⑤工事施工図書類 
                  ⑥その他関係図書類 
         ⑦監督員が指示する図書類 
        （２）完成図書類 
                竣工検査用     １部 

黒表紙 金文字仕様 １部 
電子版 １部（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ） 
 ①目次 
 ②機器図 
 ③施工図 
 ④取扱い説明書 
 ⑤その他（監督員の指示したもの） 

        （３）工事写真 
                部数 １部 

工事写真の取扱について 

・電子媒体により納品すること。 

・納品時には、正副 1部ずつを納品すること。 

・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、Ｄ

ＶＤ－Ｒの使用も可とする。 

・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。 

（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新の

データに更新したものを利用すること。） 
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・電子媒体には以下の情報を明記すること。 

① 工事名称 

② 工事場所 

③ 契約番号 

④ 発注者担当部署名称 

⑤ 請負者名称 

⑥ 作成年月 

⑦ 何枚目／総枚数 

⑧ ウイルスチェックに関する情報 

⑨ ＣＤ－Ｒフォーマット形式 

⑩ 電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。 

・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式で編集したもので、従来 の印刷物写

真と同様な確認ができるものとする。 

・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて編集し、

容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。 

・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物または電

子データと併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者との協議による。 

・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。 

・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との協議により、

従来の印刷物による納品も可とする。 

・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。 
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  第２章 特記仕様 
  第１節 概  要 
            本工事は、平瀬浄水場に設置されている、塩素混和池内電磁式流量計を更新する工事である。 

   

  第２節 設備構成 

１ 今回設備（塩素混和池流入流量計） 

（１）電磁式流量計（変換器・検出器）質量540㎏   各１組 

（２）アースリング２枚１組、全面型ＲＦパッキン  各１式 

（３）絶縁ボルト・絶縁ナット・絶縁ワッシャー   各１式 

M30×130 20本、M30×155 20本、M30×150 20本（参考） 

（４）ケーブル配線及び電線管配管         各１式 

 

２ 撤去設備 

（１）電磁式流量計（変換器・検出器）質量770㎏   各１組 

（２）ケーブル配線及び電線管配管         各１式 

 

  第３節 機器及び材料仕様 

     １ 塩素混和池流入流量計 

（１）電磁式流量計                 １組 

  検出器 

   シリーズ          AXW900電磁流量計 

   口径            ９００ｍｍ 

用途            水中形 

測定流体（種類）      上水 

変換器・通信・入力     分離型検出器（AXG1との組合せ用） 

電源            なし（分離形検出器） 

ライニング         ポリウレタンゴム 

プロセス接続        JIS F12 フランジ（炭素鋼） 

信号・励磁ケーブル長さ   16ｍ×2本 

スパン流量         0～5,000㎥/h 

アースリング        ２個 

 

     （２）変換器                      

電源            AC 100V 

出力            DC 4～20㎜A 

その他           現地仕様に準ずること。 

 

２ フランジアダプター              １台 

（１）フランジアダプター 形式：ＦＡ-ＣＢ型       

   φ９００（Ｆ１２）上水フランジ ７２０Ⅼ±１００㎜ 

   材質：ＳＳ４００ 

   ゴムリング：ＳＢＲ 
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   管端形状：F×F(F12RF) 

     塗装：内外面 水道用無溶剤型 

      エポキシ樹脂塗装0.5㎜以上 

使用最高圧力：0.75MPa 

     試験圧力：1.5MPa 

     流体：上水 

   

第３章 工事仕様 
 

第１節 工事範囲 

1 電磁式流量計（検出器・変換器）の製作及び据付工事 

2 上記に伴う架台・配線・電線管工事及び試験調整 

3 既設電磁式流量計の撤去工事 

4 既設配線・電線管撤去工事 

5 撤去品の産廃処理 

6 スタンド盤（変換器盤）機能増設 

7 その他上記に伴う諸工事 

      

  第２節 仕切弁切替及び搬出・搬入計画（参考） 

     1 準備工                      1日 

    2 仕切弁切替・排水配管φ100・作業（発電機・排水P） 3日 

     3 手摺撤去・ステージ・架台据付           1日 

4 搬出工・配線撤去・排水作業（発電機・排水P）    2日 

5 架台設置工                    6日 

6 搬入工・配線工                          2日 

7 仕切弁切替・排水配管撤去・塩素混和池水張り    2日 

8 試験調整                            1日 

9 手摺据付                             1日 

10 片付け                              1日 

                               合計  20日 

注意事項 

機器の搬入・搬出は、安全のためステージを組み作業を行うこと。 

 

 

 

第４章 試験及び検査 

 
  第１節 一般事項 
        １ 製品試験 
            機器の製作完了後、一般仕様書、特記仕様書、設計図書及び承諾図に基づき、下記試験及び

検査を行うこと。ただしＪＩＳ等に定められた試験法のあるものはそれに従うこと。 
        （１）形状寸法検査（製作材料、加工及び組立の精度等） 
        （２）性能試験 
        （３）動作試験 
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        （４）その他監督員が必要と認めた試験 
        
        ２ 現場試験 
            機器材料の据付及び配線工事完了後、下記の現場試験を行うこと。 
        （１）導通試験 
        （２）絶縁抵抗試験      

（３）その他監督員が必要と認めた試験 
 

        ３ 雑  則 
        （１）上記の各試験及び検査の結果、不良箇所があれば指定の期間内に手直しを行い、手直し完

了後監督員立会のもとに再試験を行うこと。 
        （２）各試験は、技術基準及びその他の関係法規に基づき行うこと。 
        （３）立会試験については、事前に検査依頼書を監督員に提出し、承諾を受けること。 
        （４）立会時の各試験報告書を2部監督員に提出すること。 
 
 
    第２節 機器の試験 

               試験及び検査は、一般仕様書、特記仕様書、設計図書及び承諾図に基づき、下記要領で行う
こと。 

        （１）構造点検 
        （２）回路試験（ループチェック） 
        （３）その他監督員が必要と認めた試験 


